
 

 

９ 学校給食について 
 

  

学校給食は、身体の発育期にある児童にバランスのとれた栄養ある食事を提供し、児童の健康増進・体位の向

上を図ることをねらいとしています。 

「ごはんまたはパン、牛乳、おかず」の形で、月曜日から金曜日までの週５日間実施し、学校給食センターで調

理されたものを学校へ運びます。 

 

 

（１） 給食費の月額について 

伊丹市より、保護者の方宛てに給食費額決定通知書が送付されます。 

 

 

（２） 学校給食のアレルギー対応について 

  伊丹市立小学校では現在、食物アレルギーを有する児童に対し、安全確保の観点から、 

医師の診断に基づくアレルギー対応を実施しています。 

  食物アレルギーを有する児童については、小学校の進学にあたり、ご入学までに医療機関を受診して 

いただくとともに、受診後速やかに小学校へ『学校生活管理指導表』を提出ください。 

 

 

（３） 給食の献立表 

 

 


